
区分 障害理由 認定基準

障　害　者 知的障害者（軽度・中度）に準ずる
主治医意見書の認知症高齢者の日常生活自立度が
Ⅱ a、Ⅱ b、Ⅲ a またはⅢ b の方

特別障害者
知的障害者（重度）に準ずる

主治医意見書の認知症高齢者の日常生活自立度が
ⅣまたはＭの方

寝たきり
主治医意見書の障害高齢者の日常生活自立度が
B1、B2、C1またはC2の方

要介護認定者の所得税・町県民税の申告控除

　平成27年中に給与・賃金な

どを支払った事業所、事業主

は「給与所得の源泉徴収票」を

作成し、2月1日（月）までに全

ての受給者に交付し、一定金

額以上のものは税務署にも提

出することになっています。

　また、「給与所得の源泉徴

収票」と同時に複写作成され

る「給与支払報告書」は金額の

多少にかかわらず、全てを受

給者の住所地（平成28年1月1

日現在）の市町村に提出する

ことになっています。青色申

告をする方で、専従者給与を

支払った方や臨時で従業員を

雇った方も忘れずに提出して

ください。

◆問い合わせ

　税務課課税班　

　☎84－1212

　障害者手帳をお持ちでなくても、寝たきりの状態や認知症などで日常生活に支障のある65歳以上の要介護（支
援）認定者で、一定の基準に該当する場合、税の申告のときに「障害者控除対象者認定書」を添付することで障害
者控除、または特別障害者控除が受けられます。対象の方には、1月中に福祉課から申請のお知らせを郵送します。

◎交付申請手順　①郵送された申請書と印かんを持参し、福祉課へお越しください。
　　　　　　　　②福祉課で申請内容を確認します。
　　　　　　　　③福祉課から該当する障害者控除対象者認定書を交付します。

◎判定基準日　　平成27年12月31日
◎判定基準

◎交付申請をする必要がない方
・すでに身体障害者手帳等をお持ちで、該当する障害者控除を受けている方
・本人（対象者）または扶養義務者が非課税で、申告する必要がない方

◆問い合わせ　福祉課介護班　☎84－1257
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給与や賃金を支払う方へ
〈源泉徴収票･給与支払報告書〉
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